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公益財団法人ソーシャルサービス協会 

  第 45回評議員会 議事録 
 

1 開催日時  2026年(令和 8年)3月 25日（水）午後 1時 15分～午後 2時 51分 

2 開催場所  全日自労会館６階会議室 オンライン併用 

3 評議員   総数 5人 

4 出席した評議員数（敬称略 順不同） 

    内訳 本人出席４人 

        廣瀬肇 福富保名 宮本禮二郎 猪野保正 

    欠席者  高木哲次 

5 監事の出席 伊藤東一 小太刀美津枝  

6 理事の出席 理事長・神田豊和 常務理事・佐藤芳則 

7 議 題 

第１号議案  議事録署名人の選出 

第２号議案  第59回理事会、第44回評議員会以降近々の報告(役員の職務執行報告等 

含む)の件 

第３号議案  理事の解任の件 

第４号議案  2025年度第三四半期経営結果の件 

第５号議案  2026年度事業計画(案)の件 

第６号議案  2026年度予算(案)の件 

第７号議案  第 60回理事会開催の件  6月 5日(金)午後 1時～4時予定 

   第８号議案  第 46回評議員会開催の件 6月 22日(月)午後 1時～4時予定 

 

8 議長等選出及び会議成立の定足数の確認 

  定刻に至り、神田豊和理事長は開会を宣言し、定款 20条にもとづき評議会の定足数を報告した。つ 

づいて、議長に宮本禮二郎評議員を選出し、本日の評議会は定足数を満たしたので有効に成立した旨、 

告げたあと議題の審議に入った。 

9 議事の経過と審議状況および決議の結果 

  上記の通り出席があったので、本評議員会は適法に成立した。 

10 宮本議長から議事録作成人についての提起があり、佐藤常務理事を全体で承認した。 
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第１号議案  議事録署名人の選出の件 

  宮本議長からの指名により、神田理事長が第 1号議案である議事録署名人について議長の宮本 

禮二郎、猪野評議員、福富評議員の 3氏を指名した。 

 

宮本議長はその賛否を問うたところ、満場異議なく承認した。 

 

第２号議案 第 59回理事会、第 44回評議員会以降等近々の報告(役員の職務報告等を含む)の件 

宮本議長からの指名により、佐藤常務理事が第 59 回理事会、第 44 回評議員会以降等近々の報告(役員

の職務報告等含む)をおこなった。 

つづいて、役員の職務執行状況について、神田理事長、佐藤常務理事両名より報告があった。 

つづいて、佐藤常務理事から各事業所の状況について『協会だより』をもとに報告があった。 

つづいて、内閣府認定委員会が発行している『メールマガジン』を出席者に回覧した。 

つづいて、佐藤常務理事より内閣府から問い合わせのあった正味財産増減計算書の「法人会計」につい内 

閣府への報告の説明があった。 

 つづいて、佐藤常務理事よりワークセンターにおける昨年 4月に一端取り下げた新規事業「居住支援法人

事業」の内閣府認定等委員会への「変更認定申請」（再提出）については、3月 18日に財団本部と公認会

計士事務所、当該所長も入れてオンラインで打合せをした。準備が整い次第内閣府に「変更認定申請」を

する。 

つづいて、佐藤常務理事より IT センターにおける無料職業訓練については、講師不足と受講生の減少な

どの理由により、10月までに閉校となり、名古屋での賃貸契約は解約して、岐阜の自宅で収益事業のみで

運営するとの報告があった。 

つづいて、佐藤常務理事より事業委員会第 3回（1月 28日）・第 4回（2月 18日）に開催されたとの報

告があった。 

つづいて、佐藤常務理事から財団資金繰り状況について報告があった。 

つづいて、佐藤常務理事から第 59回理事会において昨年 12月に改訂した「公益充実資金等取扱規則」に

不備があり、あらためて「公益充実資金等取扱規則」を提案され決議された。「細則」案については、事

業委員会で協議して次回 6月の理事会に提案するとの報告があった。 

 つづいて、佐藤常務理事からユニオンコーポ会館賃貸テナント 101 号室合同会社隋コーポレーション社と契

約し 3月 11日から入居したとの報告があった。 

つづいて、財団本部の「就業規則」および「パートタイム労働者及び有期雇用労働者就業規則」の件で、2/9に

新宿労働基準監督署に相談したとの報告があった。 

つづいて、財団本部パート職員の賃上げの件、4月 1日より時給 100円増 1,600円にするとの報告があっ

た。 

 

審議の結果，議長は第 2 号議案の第 59 回理事会、第 44 回評議員会以降等近々の報告(役員の職務報告

等含む)及び各事業所の状況、承認を問うたところ、満場異議なくこれを承認した。 

 

第３号議案 理事の解任の件 

 

  宮本議長からの指名により、佐藤常務理事から大野俊明理事から「健康上の理由」のため 3月 9日付で

「退任届」が出されたので、解任したいとの報告があった。 

 

 議長はその賛否を問うたところ、満場異議なく承認した。  
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第４号議案 2025年度第三四半期結果と事務局報の件 

 

宮本議長からの指名により、佐藤常務理事から 2025年第三四半期の経営結果について、「事務局報」（別

紙略）での結果を報告した。 

2025年第三四半期の経営結果は、財団全体で 3,14１万円の剰余です。前年対比で 2,541万円剰余が増 

加しました。 

事業所別の到達結果は、前年比で、旭川事業所（清掃・7月 9月のみ受注）は、40千円増加、仙台事業

所（介護）は、227 千円減少、ＩＴセンター（職業訓練・ソフト販売）3,100 千円減少、ワークセンター

（生活困窮者支援等）15,674千円の増加、なかでも日常生活訓練部門 6,074千円、自立支援部門 3,340千

円、訪問相談部門 5,040千円、居場所つくり部門（新規）602千円と著しく増加しました。 

京都事業所（介護）8,197千円増加、田川事業所（清掃・2025年 3月廃止）146千円の増加、本部（ビ

ル賃貸）は 4,800千円増加という結果で、前年比でみると５事業所が増額、2事業所が減額となりました。 

 
 2025 年度 第三四半期経営結果  

  今年度 前年度 対前期 

旭川 891,609 851,352 40,257 

仙台 226,639 454,548 -227,909 

IT センター -534,083 2,566,883 -3,100,966 

（公 益） (-1,061,088） (2,405,943） （-3,467,031） 

（収 益） (527,005) （160,940） （366,065） 

ワークセンター 29,859,786 14,184,086 15,675,700 

京都 -837,906 -9,258,669 8,420,763 

田川 0 -146,793 146,793 

本部 2,141,428 -2,659,297 4,800,725 

合計 31,410,427 5,992,110 25,418,317 

介護(再掲) -611,267 -8,804,121 8,192,854 

 

審議の結果、議長はその賛否を問うたところ、満場異議なく決議した。 

 
第５号議案 2026年度事業計画(案)の件 

 

  宮本議長からの指名により、佐藤常務理事から「2026年度事業計画案」（別紙略）について提案された。 

「2026年度事業計画案」は、各事業所からの事業計画案をもとに全体をまとめました。 

事業計画案について、1は情勢、Ⅱは公益事業の(1)高齢者、生活困窮者に対する雇用機会の提供のため

の事業。ア)とイ)清掃事業は、旭川事業所とワークセンターの事業計画案。ウ)無料職業紹介事業及び職

業訓練の支援事業は IT センターの事業計画案。エ)介護事業は仙台事業所と京都事業所の 2 か所からの

事業計画案。オ)とカ)は、以前に事業所閉鎖のため計画はたてておりません。 

(2)生活困窮者に対する支援事業は、ワークセンターが実施している 6つの事業計画案。それに新規事業 

として準備している「居住支援法人事業」の計画案について記載しました。 

 Ⅲ.収益事業の計画 1は財団本部の賃貸業の計画案。2は介護利用者の送迎は、過去に閉鎖した事業。3.

は ITセンターが実施しているホームページ作成業務、障害者用ソフト販売などの事業計画案。 

 

審議の結果、議長はその賛否を問うたところ、満場異議なく決議した。 
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第６号議案 2026年度予算(案)の件 

 

 宮本議長からの指名により、佐藤常務理事から「2026年度予算案」（別紙略）について提案された 

各事業所からの予算案を受けて、財団全体の予算を作成した。経常収益約 2億 9000万円(前年比約 180万

円増)、経常費用が約 3億 500万円で立案。結果、当期経常増減額でマイナス約 1200万円の赤字になる。収

支相償上はクリアとなる。各事業所の収支と利益は図表を参照。 

 

  2026年度予算案(各事業所)                  (単位：万円) 

事業所名 収入 支出 利益 

旭川事業所 100 100 0 

仙台事業所 487 487 0 

IＴセンター 2,589 3,122 -553 

ワークセンター 20,500 21,078 -578 

京都事業所 4,608 4,365 243 

本部 996 1,373 -377 

合計 29,280 30,525 －1,245 

 

審議の結果、議長はその賛否を問うたところ、満場異議なく決議した。 

 

第７号議案 第 60回理事会開催の件  6月 5日(金)午後 1時～4時 

 

  宮本議長からの指名により、佐藤常務理事から第 60回理事会開催の件が提起された。 

 

第1号議案  第59回理事会、第45回評議員会以降等近々の報告(役員の職務執行報告等含む)の件 

第2号議案  2025年度事業報告（案）の件      ※評議会決議事項 

第3号議案  2025年度決算（案）の件        ※評議会決議事項 

第4号議案  2025年度決算における経営結果と監査の件 

第5号議案  2025年度決算についての決算調査所見の件 

第5号議案  第46回評議員会開催の件    6月22日(月)午後1時～4時予定 

第6号議案  第61回理事会開催の件     9月25日(金)午後1時～4時予定 

 

審議の結果、議長はその賛否を問うたところ、満場異議なく決議した。 

 

第８号議案 第 46回評議員会開催の件 6月 22日(月)午後 1時～4時 

 

  宮本議長からの指名により、佐藤常務理事から第 46回評議員会開催の件が提起された。 

 

第1号議案  議事録署名人の選出の件 

第2号議案  第59回理事会、第45回評議員会以降等近々の報告(役員の職務執行報告等含む)の件 

第3号議案  2025年度事業報告（案）の件 

第4号議案  2025年度決算（案）の件 

第5号議案  2025年度決算における経営結果と監査の件 

第6号議案  2025年度決算に関する決算調査所見の件 



5 

 

第7号議案  第61回理事会開催の件     9月25日(金)午後1時～4時予定 

第8号議案  第47回評議員会開催の件    2017年1月18日(金)午後1時～4時予定 

 

審議の結果、議長はその賛否を問うたところ、満場異議なく決議した。 

 

以上をもって、すべての議案の審議を終了したので、午後 2 時 51 分、宮本議長は閉会を宣言し解散し

た。 

上記の決議を確認するため、議長および議事録署名人の評議員２人がこれに署名捺印する。 

 

2026年(令和８年) 3月 25日 

 

公益財団法人ソーシャルサービス協会 

第 45 回評議員会                 

議事録署名人 

議    長   宮本禮二郎  印 

 

評  議  員   福富 保名 印 

 

評  議  員   猪野 保正 印 

 

 以  上 

 


